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     令和５年６月１４日 

会議の名称 臨時庁議 

開 催 日 時 令和５年６月１４日（水）９時３０分～９時４０分 

開 催 場 所 庁議室 

出席者職氏名 

市長 香川武文  副市長 櫻井正彦  教育長 柚木博 

総合行政部長 村山修  総務部長 豊島俊二 

市民生活部長 松井俊之  福祉部長 中村修 

子ども・健康部長 近藤政雄  都市整備部長 細田雄二  

市長公室長 松永仁  上下水道部長 山崎仁 

会計管理者 寺嶋勝弘  議会事務局長 北村竜一  

選挙管理委員会事務局長 榎本章一    教育政策部長 今野美香 

                     （計１５人） 

欠席者職氏名  

説明員職氏名 

【付議】 

１ 市長公室長 松永仁   

【報告】 

１ 都市整備部長 細田雄二 

議 題 

【付議】 

１ 志木市民会館解体工事請負契約の締結について     

【報告】 

１ 物損事故に係る損害賠償請求事件の専決処分について 

結 果 

【付議】 

１ 了承 

【報告】 

１ 了解 

事務局職員職氏名 秘書課長 小堀 健 

その他必要事項 特になし 



会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 

開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 志木市民会館解体工事請負契約の締結について（市長公室） 

 ○概要説明：市長公室長 

志木市民会館解体工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議案として提出する

ものである。 

（１） 工 事 名 志木市民会館解体工事 

（２） 工事場所 埼玉県志木市本町６－２３－１ 

（３） 履行期限 令和６年３月２５日 

（４） 請負金額 ４１４,１５０,０００円 

（５） 開 札 日 令和５年５月２９日 

（６） 受 注 者 埼玉県志木市本町６－２３－１ 

髙野建設株式会社 本店 

 

【報告】 

１ 物損事故に係る損害賠償請求事件の専決処分について（都市整備部） 

 ○概要説明：都市整備部長 

市道第１００１号線の物損事故に係る損害賠償事件について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条

第２項の規定により議会に報告するものである。 

 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


